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軽
自
動
車
等
の

　
　

変
更
手
続
き
を
忘
れ
ず
に

軽
自
動
車
税
は
、
原
動
機
付
自
転
車
、
軽
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動

車
お
よ
び
２
輪
の
小
型
自
動
車
に
対
し
て
、
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
。

軽
自
動
車
等
の
所
有
者
で
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
手
続
き
が
必
要
に

な
り
ま
す
の
で
、
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

①
車
両
の
置
場
が
茂
原
市
で
な
く

な
っ
た
と
き

②
他
人
へ
車
両
を
譲
渡
し
た
と
き

③
車
両
を
廃
棄
ま
た
は
解
体
し
た

と
き

※
原
動
機
付
自
転
車
等
を
リ
サ
イ

ク
ル
業
者
等
に
依
頼
し
て
処
分

す
る
際
は
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー

ト
（
茂
原
市
で
交
付
さ
れ
た
も

の
）
を
取
り
外
し
、
廃
車
等
の

手
続
き
を
行
っ
て
か
ら
引
き
渡

し
て
く
だ
さ
い
。
手
続
き
を
行

わ
な
い
と
、
納
税
義
務
は
な
く

な
り
ま
せ
ん
。

④
車
両
が
盗
難
に
あ
っ
た
と
き

（
警
察
署
へ
の
盗
難
届
が
必
要

で
す
）

⑤
所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
と
き

小
型
特
殊
自
動
車
（
コ
ン
バ
イ

ン
、
ト
ラ
ク
タ
ー
、
フ
ォ
ー
ク
リ

フ
ト
な
ど
）
は
、
公
道
上
の
走
行

の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
所
有
し

て
い
れ
ば
課
税
対
象
と
な
り
ま
す

の
で
、
登
録
の
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
民
税
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
７
、Ｆ
⒇
１
６
０
９
へ
。

特
定
健
康
診
査
を�

�
受
診
し
ま
し
ょ
う

市
で
は
、
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン

ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）

に
着
目
し
た
糖
尿
病
や
脳
卒
中
な

ど
の
生
活
習
慣
病
予
防
の
た
め
の

特
定
健
康
診
査
を
実
施
し
ま
す
。

ご
自
身
の
身
体
の
状
態
を
理
解

し
、
生
活
習
慣
を
見
直
す
良
い
機

会
に
な
り
ま
す
の
で
、
毎
年
受
診

し
ま
し
ょ
う
。

◆
対
象
者

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
40
歳
か
ら
74
歳
の
方
。

対
象
者
に
は
、
２
月
下
旬
～
３

月
に
受
診
希
望
の
調
査
票
を
郵
送

し
ま
す
。
日
程
・
会
場
な
ど
は
決

ま
り
次
第
、
広
報
も
ば
ら
・
市

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
・
自
治
会
回
覧
な

ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
健
診
開
始
時
期

平
成
30
年
５
月
～

ま
た
、
市
で
は
、
短
期
人
間
ド
ッ

ク
検
査
費
用
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
加
入
期
間
が
継
続

し
て
１
年
以
上
あ
る
等
の
要
件
を

満
た
す
方
で
、
同
年
度
の
特
定
健

康
診
査
を
受
診
し
て
い
な
い
場
合

が
対
象
と
な
り
ま
す
。

事
前
に
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
手
続
方
法
等
詳
し
く
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

国
保
年
金
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
３
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

種別等 手続きをするところ

茂原市
ナンバー

原動機付自転車
小型特殊自動車

茂原市役所　市民税課（２階）
☎（20）1577
または在住市町村役場の担当課

上記以外の
ナンバー
（袖ヶ浦）
（千葉）

軽自動車
（３輪、４輪乗用・貨物）

軽自動車検査協会千葉事務所
袖ヶ浦支所
☎050（3816）3116（音声案内）
または管轄事務所

軽自動車
（２輪のもの）
２輪の小型自動車

千葉運輸支局
袖ヶ浦自動車検査登録事務所
☎050（5540）2025（音声案内）
または管轄事務所

救急安心電話相談「＃７００９」
　具合が悪くなり、医療機関に受診するか迷ったとき、
救急車を呼ぶか迷ったときにご相談ください。
　原則として看護師が相談に応じ、必要な場合は医師
に転送します。
◆相談時間　
　平日・土曜＝18時〜23時まで
　日曜・休日・12月29日〜１月３日・４月29日〜
５月５日＝９時〜23時まで

◆電話番号　「＃7009」
　ダイヤル回線・IP電話、光電話、PHSからは
03（6735）8305　※小児の相談は、「＃8000」

※相談は無料ですが、通話料は利用者の負担です。
※あくまでも電話によるアドバイスであり、診断や
治療はできません。

お問い合わせは、健康管理課（２階）
☎（20）1574、Ｆ（20）1600へ。


